
【機密性 2 情報】 

平成十七年国土交通省令第二号 

内航海運業報告規則 

 

（趣旨） 

第一条 内航海運業法（以下「法」という。）第二十五条第一項（同法第二十七条において

準用する場合を含む。）の規定による報告については、この省令の定めるところによる。 

（定義） 

第二条 この省令において「内航海運業者」とは、法第七条第一項に規定する内航海運業者

をいう。 

（報告書の提出） 

第三条 内航海運業者は、国土交通大臣に次の表の上欄に掲げる報告書を同表の下欄に掲

げる時期に提出しなければならない。 

事業年度ごとの事業概況報告書（第一号様式） 毎事業年度の経過後百日以内 

決算期ごとの財務諸表 毎決算期の経過後百日以内 

２ 前項の財務諸表は、貸借対照表、損益計算書及び次に掲げる財務計算に関する明細表と

する。 

一 内航海運業損益明細表（第二号様式） 

二 固定資産明細表（第三号様式） 

（臨時の報告） 

第四条 内航海運業者又は法第三条第二項の届出をした者は、前条に定める報告書のほか、

国土交通大臣又は地方運輸局長（運輸監理部長を含む。以下同じ。）からその事業に関し報

告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。 

２ 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書

の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。 

（報告書の経由） 

第五条 この省令の規定により国土交通大臣に報告書を提出するときは、主たる営業所の

所在地を管轄する地方運輸局長を経由しなければならない。 

２ この省令の規定により国土交通大臣又は地方運輸局長に報告書を提出するときは、主

たる営業所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由することができる。 

附 則 

この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律（平成十六年法

律第七十一号）の施行の日（平成十七年四月一日）から施行し、第三条の規定は、平成十七

年四月一日以降に開始する事業年度及び決算期に係る報告書について適用する。 

 

 



【機密性 2 情報】 

昭和二十七年法律第百五十一号 

内航海運業法  （抜粋） 

（報告及び検査） 

第二十五条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、内航海運業者若し

くは第三条第二項の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところに

より報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若し

くはその事業の用に供する船舶に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることがで

きる。 

 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万

円以下の罰金に処する。 

七 第二十五条第一項（第二十七条において準用する場合を含む。次号において同じ。）の

規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

 

 


